
広報白河　2015.８.15（H27）

《
昼
間
初
級
講
座
》

●

日
時　

９
月
28
日
㈪
〜
10
月
21

日
㈬
（
10
月
12
日
㈷
を
除
く
毎
週

月
・
水
・
金
曜
日
）
／
午
前
９
時

〜
正
午

●

内
容　

初
歩
的
な
ワ
ー
ド
、
エ

ク
セ
ル
の
操
作

●

申
込
開
始　

９
月
２
日
㈬
か
ら

《
夜
間
ア
ク
セ
ス
入
門
講
座
》

●

日
時　

９
月
29
日
㈫
〜
11
月
19

日
㈭
（
11
月
３
日
㈷
を
除
く
毎
週

火
・
木
曜
日
）
／
午
後
６
時
30
分

〜
８
時
30
分

●

内
容　

ア
ク
セ
ス
の
基
礎
、
３

級
試
験
対
策

●

申
込
開
始　

９
月
１
日
㈫
か
ら

＝
共
通
＝

●

会
場　

市
産
業
プ
ラ
ザ
人
材
育

成
セ
ン
タ
ー
（
中
田
）

●

定
員　

各
20
人　

※
先
着
順

●

受
講
料　

１
万
８
０
０
円

●

申
込
受
付
時
間　

午
前
９
時
〜

午
後
５
時　

※
平
日
の
み

●

申
込
方
法　

受
講
料
を
添
え
て
、

セ
ン
タ
ー
窓
口
へ
直
接
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

問
同
セ
ン
タ
ー
☎
㉒
３
５
１
２

●

募
集
作
品　

手
書
き
・
貼
り
絵

・
し
か
け
絵
本
な
ど
で
、
製
本
し

て
あ
る
も
の

●

応
募
期
間　

９
月
10
日
㈭
〜
25

日
㈮　

※
休
館
日
は
除
く

3

●

応
募
方
法　

ビ
ニ
ー
ル
カ
バ
ー

を
貼
っ
た
作
品
の
裏
面
に
出
品
票

を
貼
り
付
け
、
市
立
図
書
館
り
ぶ

ら
ん
（
道
場
小
路
）
の
児
童
サ
ー

ビ
ス
デ
ス
ク
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
出
品
票
は
同
サ
ー
ビ

ス
デ
ス
ク
に
あ
り
ま
す
。

●

作
品
展
示
期
間　

10
月
14
日
㈬

〜
18
日
㈰

問
市
立
図
書
館
り
ぶ
ら
ん
☎
㉓
３

２
５
０

　

９
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で
は
、

「
屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間
」
で

す
。
広
告
板
や
立
看
板
な
ど
の
屋

外
広
告
物
は
、
生
活
に
必
要
な
情

報
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
ま
ち
を

活
気
づ
け
る
手
段
に
も
な
り
ま
す
。

一
方
、
無
秩
序
な
看
板
の
設
置
は
、

良
好
な
景
観
を
損
な
う
ほ
か
、
適

正
な
管
理
を
怠
れ
ば
人
々
に
危
害

を
お
よ
ぼ
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

県
で
は
、
良
好
な
景
観
の
形
成

と
公
衆
に
対
す
る
危
害
の
防
止
を

目
的
に
、
屋
外
広
告
物
条
例
を
定

め
て
い
ま
す
。
屋
外
広
告
物
の
設

置
に
は
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
市
へ
相
談
し
、
規

制
内
容
等
に
つ
い
て
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

内
２
７
４
７

　　

10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個

人
番
号
）
が
記
載
さ
れ
た
「
通
知

カ
ー
ド
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
送

付
先
は
、
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て

い
る
住
所
に
な
り
ま
す
が
、
東
日

本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
方
や

Ｄ
Ｖ
等
被
害
者
な
ど
、
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
、
住
所
地
で
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、

送
付
先
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間　

８
月
24
日
㈪
〜
９

月
25
日
㈮

問
本
庁
舎
市
民
課　

内
２
１
５
４

　　
「
高
齢
者
・
障
害
者
の
人
権
あ

ん
し
ん
相
談
」
強
化
週
間
に
あ

わ
せ
、
身
体
的
・
心
理
的
虐
待
や

差
別
、
い
や
が
ら
せ
な
ど
高
齢
者

・
障
害
者
の
抱
え
る
人
権
問
題
に

つ
い
て
、
人
権
擁
護
委
員
と
法
務

局
職
員
が
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、

強
化
週
間
以
外
で
も
、
平
日
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

ま
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

●
日
時　

9
月
７
日
㈪
〜
13
日
㈰

／
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時　

※
12
日
㈯
・
13
日
㈰
は
、
午
前
10

時
か
ら
午
後
5
時
ま
で

●

相
談
専
用
電
話　

☎
０
５
７
０

０
０
３

１
１
０

※
法
務
大
臣
よ
り
人
権
擁
護
委
員

と
し
て
、
齊さ

い
ご
う郷
陞の

ぼ
る

氏
（
大
信
中
新

城
）
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

問
福
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
２
４

５
３
４

１
９
９
４

　

第
14
回
し
ら
か
わ
郷
里
マ
ラ
ソ

ン
を
開
催
し
ま
す
。
大
会
当
日
は
、

会
場
周
辺
で
交
通
規
制
等
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

●

日
時　

９
月
12
日
㈯
／
午
前
８

時
45
分
か
ら

●

会
場　

東こ

ち風
の
台
運
動
公
園

（
東
釜
子
）

問
東
教
育
振
興
課
☎
34
２
１
１
６

案
内

パ
ソ
コ
ン
教
室

屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間

　　

　農業者年金は加入者数の変化や財政事情に左
右されない、安全・安心な公的年金です。
《農業者年金の特徴》
１　国民年金の第１号被保険者で、年間60日以
上農業に従事する20歳以上60歳未満の方であ
れば誰でも加入できます。また、農地を持っ
ていない農業者や家族従事者も加入できます。

２　自ら積み立てた保険料とその運用益により受
け取る年金額が決まる「積立方式（確定拠出型）」
の年金です。

３　認定農業者など一定の要件を備えた方に対
し、保険料の国庫補助（政策支援）があります。
４　保険料は老後設計に応じて、月額２万円から
６万7,000円まで千円単位で自由に選択できま
す。

５　支払った保険料は全額（最高年額80万
4,000円）が社会保険料控除の対象になります。
受け取る年金も公的年金等控除の対象になり
ます。

６　原則65歳から生涯年金が受けられ、80歳保
証付（加入者・受給者の方が80歳までに受け
取るはずであった年金を遺族の方に死亡一時
金として支給）の終身年金です。

※加入申込やご相談は、農業委員会、最寄りのＪ
Ａにお問い合わせください。
問農業委員会事務局　内2241

農業者の皆さんへ
農業者年金に加入しましょう

手
づ
く
り
絵
本
展
作
品

「
高
齢
者
・
障
害
者
の
人
権

あ
ん
し
ん
相
談
」
強
化
週
間

通
知
カ
ー
ド
送
付
先
変
更

し
ら
か
わ
郷ふ

る
さ
と里
マ
ラ
ソ
ン


